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第 １ 章  総 則  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、 別 に 定 め る も の を 除 く ほ か 、 長 崎 県 後 期 高

齢 者 医 療 広 域 連 合 （ 以 下 「 広 域 連 合 」 と い う 。 ） に お け る 文 書

の 取 扱 い に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 文 書 取 扱 い の 原 則 ）  

第 ２ 条  文 書 は 、 正 確 、 迅 速 、 丁 寧 に こ れ を 取 り 扱 い 、 事 務 が 能

率 的 か つ 適 正 に 行 わ れ る よ う に 管 理 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 規 程 に お い て 「 課 」 と は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広

域 連 合 事 務 分 掌 条 例 （ 平 成 １ ８ 年 広 域 連 合 条 例 第 ６ 号 ） 第 １ 条

に 規 定 す る 課 を い う 。  

 （ 文 書 の 種 類 ）  

第 ４ 条  文 書 の 種 類 は 、 次 の と お り と す る 。  



 ⑴  法 規 文  

  ア  条 例  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 。 以 下

「 法 」 と い う 。 ） 第 ２ ９ ２ 条 に お い て 準 用 す る 法 第 １ ４ 条 の

規 定 に 基 づ い て 制 定 す る も の  

  イ  規 則  法 第 ２ ９ ２ 条 に お い て 準 用 す る 法 第 １ ５ 条 の 規 定

に 基 づ い て 制 定 す る も の  

 ⑵  公 示 文  

  ア  告 示  法 令 又 は 権 限 に 基 づ い て 決 定 又 は 処 分 し た 事 項 を

広 く 一 般 に 知 ら せ る も の  

  イ  公 告  一 定 の 事 実 を 広 く 一 般 に 知 ら せ る も の  

 ⑶  令 達 文  

  ア  訓 令  庁 中 一 般 又 は 特 定 の 課 若 し く は こ れ ら の 職 員 に 対

し て 事 務 処 理 又 は 一 定 事 項 に つ き 命 令 す る も の で 例 規 と な る

も の  

  イ  達  広 域 連 合 長 が 特 定 の 個 人 又 は 団 体 に 対 し て 命 令 す る

も の  

  ウ  指 令  許 可 又 は 認 可 の 申 請 、 願 い 等 に 対 し て 意 思 を 表 示

す る も の  

 ⑷  一 般 文 書  前 ３ 号 の い ず れ に も 該 当 し な い も の  

  ア  対 内 文 書  広 域 連 合 の 機 関 相 互 に お い て 収 発 す る 一 般 文

書  

  イ  対 外 文 書  ア 以 外 の 一 般 文 書  

 （ 文 書 取 扱 責 任 者 ）  

第 ５ 条  各 課 に 文 書 取 扱 責 任 者 １ 人 を 置 く 。  

２  文 書 取 扱 責 任 者 は 、 各 課 の 課 長 が 指 定 す る 庶 務 担 当 の 者 を も



っ て 充 て る 。  

 （ 掌 理 事 項 ）  

第 ６ 条  文 書 取 扱 責 任 者 は 、 上 司 の 命 を 受 け 、 そ の 課 に お け る 次

に 掲 げ る 事 項 を 掌 理 す る 。  

 ⑴  文 書 の 収 受 、 配 布 及 び 発 送 に 関 す る こ と 。  

 ⑵  文 書 の 審 査 に 関 す る こ と 。  

 ⑶  文 書 の 整 理 及 び 保 管 に 関 す る こ と 。  

 ⑷  文 書 事 務 の 改 善 及 び 指 導 に 関 す る こ と 。  

 ⑸  そ の 他 文 書 の 取 扱 い に 関 す る こ と 。  

 （ 備 付 帳 簿 ）  

第 ７ 条  総 務 課 に 次 の 帳 簿 を 置 く 。  

 ⑴  公 布 ・ 公 示 簿 （ 様 式 第 １ 号 ）  

 ⑵  金 券 収 受 簿 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 ⑶  特 殊 文 書 収 受 簿 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

２  各 課 に 、 文 書 件 名 簿 （ 様 式 第 ４ 号 ） を 置 く 。  

第 ２ 章  文 書 の 収 受 及 び 配 布  

 （ 到 達 文 書 の 処 理 ）  

第 ８ 条  広 域 連 合 に 到 達 し た 文 書 は 、 総 務 課 で 収 受 し 、 次 に よ り

処 理 す る も の と す る 。  

 ⑴  配 布 先 の 明 確 な 文 書 は 、 開 封 せ ず に 仕 分 を し 、 主 管 課 に 配

布 す る 。  

 ⑵  配 布 先 の 不 明 確 な 文 書 は 、 こ れ を 開 封 し 、 配 布 先 を 確 認 し

た 上 で 仕 分 を し 、 主 管 課 に 配 布 す る 。  

 ⑶  前 ２ 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 特 殊 な 文 書 は 、 次 に よ り 処 理

す る も の と す る 。  



  ア  書 留 、 配 達 証 明 、 特 別 送 達 等 の 特 殊 文 書 は 、 封 筒 等 に 収

受 印 を 押 し 、 特 殊 文 書 収 受 簿 に 必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 主 管 課

に 配 布 し て 受 領 印 を 受 け る も の と す る 。  

  イ  開 封 し た 文 書 に 現 金 、 金 券 等 が 添 付 さ れ て い る 場 合 は 、

金 券 収 受 簿 に 必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 主 管 課 に 配 布 し て 受 領 印

を 受 け る も の と す る 。  

  ウ  電 報 は 、 収 受 し た 時 刻 を 記 入 し 、 直 ち に 主 管 課 へ 配 布 す

る 。  

 （ 到 達 文 書 の 処 理 の 特 例 ）  

第 ９ 条  主 管 課 で 直 接 受 領 し た 文 書 の う ち 定 例 又 は 軽 易 な も の に

つ い て は 、 前 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 そ の 課 に お い て 適 宜 処 理

す る こ と が で き る 。  

 （ 数 課 関 連 文 書 の 配 布 ）  

第 １ ０ 条  ２ 以 上 の 課 に 関 連 す る 文 書 は 、 そ の 関 連 の 最 も 深 い と

認 め る 課 に 配 布 す る も の と し 、 配 布 を 受 け た 課 に お い て 他 の 関

係 課 に 連 絡 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 文 書 の 返 付 ）  

第 １ １ 条  文 書 取 扱 責 任 者 は 、 そ の 課 の 所 管 に 属 さ な い 文 書 を 受

領 し た と き は 、 直 ち に 総 務 課 に 返 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 文 書 件 名 簿 へ の 登 載 ）  

第 １ ２ 条  文 書 取 扱 責 任 者 は 、 文 書 の 配 布 を 受 け た と き は 、 文 書

件 名 簿 に 登 載 し 、 文 書 件 名 簿 の 番 号 を 付 さ な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 次 に 掲 げ る 文 書 は 、 文 書 件 名 簿 へ の 登 載 を 省 略 す る こ

と が で き る 。  

 ⑴  案 内 書 そ の 他 こ れ に 類 す る 軽 易 文 書  



 ⑵  新 聞 、 雑 誌 、 冊 子 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 印 刷 物  

第 ３ 章  文 書 の 処 理  

 （ 処 理 方 針 ）  

第 １ ３ 条  文 書 の 処 理 は 、 す べ て 課 長 が 中 心 と な り 、 常 に 文 書 の

処 理 促 進 に 留 意 し 、 案 件 が 完 結 す る ま で そ の 経 過 を 明 ら か に し

て お か な け れ ば な ら な い 。  

 （ 供 覧 文 書 ）  

第 １ ４ 条  収 受 文 書 で 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の は 、 そ

の 文 書 の 余 白 に 「 供 覧 」 と 記 入 し 、 速 や か に 上 司 の 閲 覧 に 供 し

な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  重 要 な 事 案 で 処 理 に つ い て 直 接 上 司 の 指 示 を 必 要 と す る も

の  

 ⑵  処 理 に つ い て 長 期 の 日 時 を 要 す る と 認 め ら れ る も の  

 （ 起 案 ）  

第 １ ５ 条  事 務 を 処 理 す る に は 、 文 書 を も っ て し な け れ ば な ら な

い 。 た だ し 、 特 に 急 を 要 す る も の は 口 頭 で 処 理 し 、 処 理 後 速 や

か に 文 書 を も っ て 上 司 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

第 １ ６ 条  起 案 は 、 起 案 用 紙 （ 様 式 第 ５ 号 ） を 用 い る も の と す る 。

た だ し 、 軽 易 な も の 又 は 閲 覧 に と ど ま る も の は 、 当 該 文 書 の 余

白 に 必 要 事 項 を 記 し 、 起 案 用 紙 を 用 い な い こ と が で き る も の と

す る 。  

 （ 重 要 事 項 等 ）  

第 １ ７ 条  重 要 な 文 書 又 は 急 を 要 す る 文 書 に は 、 起 案 用 紙 の 所 定

の 箇 所 に 「 重 要 」 又 は 「 至 急 」 と 記 入 し 、 特 に 必 要 が あ る も の

に つ い て は 、 起 案 者 又 は そ の 上 司 が 持 ち 回 っ て 決 裁 を 受 け な け



れ ば な ら な い 。  

２  秘 密 を 要 す る 起 案 文 書 は 、 起 案 用 紙 の 所 定 の 箇 所 に 「 秘 」 と

記 入 し 、 起 案 者 に お い て 秘 密 の 漏 え い を 防 止 す る 措 置 を 講 じ な

け れ ば な ら な い 。  

３  起 案 文 書 で 広 域 連 合 議 会 に 提 案 を 要 す る も の は 、 起 案 用 紙 の

所 定 の 筒 所 に 「 議 案 」 と 記 入 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 決 裁 区 分 ）  

第 １ ８ 条  起 案 文 書 に は 、 長 崎 県 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 決 裁 規

程 （ 平 成 １ ８ 年 広 域 連 合 訓 令 第 １ 号 ） の 定 め る と こ ろ に よ り 、

所 定 の 箇 所 に 決 裁 区 分 を 表 示 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 課 相 互 間 の 文 書 の 往 復 ）  

第 １ ９ 条  他 の 課 と の 関 係 事 項 に つ い て は 、 あ ら か じ め 口 頭 を も

っ て 協 議 し 、 課 相 互 間 の 文 書 の 往 復 は 、 や む を 得 な い も の に と

ど め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 合 議 文 書 の 処 理 ）  

第 ２ ０ 条  他 の 課 に 合 議 又 は 回 覧 を 要 す る 文 書 は 、 文 書 取 扱 責 任

者 を 経 て こ れ を 回 付 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 合 議 の 範 囲 ）  

第 ２ １ 条  合 議 文 書 を 合 議 す る 職 員 の 範 囲 は 、 当 該 文 書 の 意 思 決

定 、 周 知 等 に 必 要 な 最 小 限 度 の 者 に 限 り 、 努 め て 少 数 に と ど め 、

事 務 の 促 進 を 図 ら な け れ ば な ら な い 。  

 （ 合 議 の 方 法 ）  

第 ２ ２ 条  合 議 文 書 は 、 関 係 の 深 い 課 か ら 順 次 合 議 し な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 単 に 供 覧 に と ど め る も の に つ い て は 、 決 裁 後

回 覧 す る も の と す る 。  



 （ 合 議 文 書 の 調 整 ）  

第 ２ ３ 条  合 議 先 の 課 に お い て 合 議 文 書 に つ い て 意 見 が あ る と き

は 、 起 案 し た 課 に 口 頭 を も っ て 連 絡 し な け れ ば な ら な い 。  

２  合 議 文 書 に つ い て 意 見 が 合 わ な い と き は 、 そ の 意 見 を 添 え て

事 務 局 長 の 決 裁 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 （ 合 議 文 書 の 廃 案 通 知 ）  

第 ２ ４ 条  合 議 済 み の 起 案 文 書 を 廃 案 と し 、 又 は そ の 内 容 を 変 更

し た と き は 、 そ の 旨 を 合 議 先 の 課 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 合 議 文 書 の 施 行 後 回 覧 ）  

第 ２ ５ 条  合 議 文 書 で 緊 急 処 理 を 要 し 、 合 議 の 時 間 的 余 裕 が な い

と き は 、 口 頭 を も っ て 連 絡 し 、 施 行 後 回 覧 す る こ と が で き る 。  

 （ 文 書 の 審 査 ）  

第 ２ ６ 条  次 の 文 書 は 、 総 務 課 に 合 議 し 、 そ の 審 査 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

 ⑴  広 域 連 合 議 会 の 議 決 又 は こ れ に 報 告 を 要 す る も の  

 ⑵  規 則 、 訓 令 、 告 示 、 公 告 及 び 達  

 ⑶  重 要 な 契 約 に 関 す る も の  

 ⑷  そ の 他 必 要 と 認 め ら れ る も の  

 （ 決 裁 日 付 ）  

第 ２ ７ 条  決 裁 済 み の 文 書 に は 、 そ の 所 定 欄 に 各 課 に お い て 決 裁

日 付 を 記 入 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 文 書 番 号 ）  

第 ２ ８ 条  発 送 文 書 は 、 軽 易 な 文 書 を 除 き 、 文 書 件 名 簿 の 番 号 を

付 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 指 令 に つ い て は 、 別 に 番 号 を

設 け る こ と が で き る 。  



２  前 項 に 規 定 す る 番 号 は 、 会 計 年 度 に よ る 一 連 番 号 と す る 。  

３  前 ２ 項 の 番 号 に は 、 会 計 年 度 数 （ 元 号 を 除 く 。 ） 及 び 別 表 第

１ に 定 め る 記 号 を 付 す も の と す る 。  

４  同 一 事 案 に つ い て は 、 そ の 事 案 の 完 結 す る ま で 同 一 の 番 号 を

用 い 、 こ れ に 順 次 枝 番 号 を 付 け る も の と す る 。  

 （ 公 布 ・ 公 示 簿 の 記 帳 ）  

第 ２ ９ 条  条 例 、 規 則 、 告 示 、 公 告 、 訓 令 及 び 達 に は 、 各 種 別 名

を 表 示 し 、 総 務 課 に お い て 種 別 ご と に 暦 年 に よ り 順 次 番 号 を 付

し 、 公 布 ・ 公 示 簿 に 記 載 す る も の と す る 。  

 （ 文 書 の 発 信 者 名 ）  

第 ３ ０ 条  文 書 の 発 信 者 名 は 、 広 域 連 合 長 が 補 助 機 関 に 委 任 し 、

又 は 代 理 さ せ た 事 項 及 び 法 令 に よ り 補 助 機 関 の 権 限 に 属 す る 事

項 に 係 る も の を 除 き 、 広 域 連 合 長 名 を 用 い な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 往 復 文 書 に つ い て は 、 事 案 の 内 容

及 び あ て 先 に よ り 、 適 宜  事 務 局 長 名 又 は 課 長 名 を 用 い る こ と

が で き る 。  

   第 ４ 章  文 書 の 浄 書 及 び 施 行  

 （ 文 書 の 浄 書 ）  

第 ３ １ 条  浄 書 を 要 す る 文 書 に つ い て は 、 起 案 し た 課 に お い て 浄

書 し 、 原 議 と 照 合 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 公 印 ）  

第 ３ ２ 条  発 送 文 書 に は 、 公 印 を 押 さ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、

対 内 文 書 又 は 軽 易 な 文 書 に つ い て は 、 こ れ を 省 略 す る こ と が で

き る 。  

 （ 対 外 文 書 及 び 対 内 文 書 の 取 扱 い ）  



第 ３ ３ 条  対 外 文 書 の 発 送 及 び 対 内 文 書 の 配 布 は 、 総 務 課 で 行 う 。

た だ し 、 急 を 要 す る も の 及 び 時 間 外 等 や む を 得 な い 場 合 は 、 主

管 課 で 取 り 扱 う こ と が で き る 。  

 （ 施 行 済 の 表 示 ）  

第 ３ ４ 条  施 行 又 は 発 送 を 終 わ っ た 文 書 の 原 議 に は 、 施 行 年 月 日

を 記 入 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ５ 章  文 書 の 整 理 及 び 保 存  

 （ 文 書 整 理 の 原 則 ）  

第 ３ ５ 条  文 書 は 常 に 整 理 し 、 重 要 な も の は 非 常 災 害 時 に 際 し て

支 障 が な い よ う 、 あ ら か じ め 適 当 な 措 置 を 講 じ て お か な け れ ば

な ら な い 。  

 （ 未 処 理 文 書 の 整 理 及 び 保 管 ）  

策 ３ ６ 条  未 処 理 文 書 は 、 担 当 者 に お い て 一 定 の 場 所 に 整 理 保 管

し 、 常 に そ の 所 在 を 明 ら か に し て お か な け れ ば な ら な い 。  

 （ 完 結 文 書 の 整 理 ）  

第 ３ ７ 条  文 書 が 完 結 し た と き は 、 主 管 課 に お い て 、 次 の 基 準 に

よ り こ れ を 編 集 し 、 成 冊 し な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  編 集 及 び 成 冊 は 文 書 の 種 別 に 従 う こ と 。  

 ⑵  ２ 以 上 の 種 別 に わ た る 文 書 は 、 そ の 関 係 が 最 も 深 い 分 に 編

集 す る こ と 。  

 ⑶  表 紙 に は 名 称 、 年 度 、 保 存 種 別 及 び 主 管 課 名 を 記 載 す る こ

と 。  

 ⑷  １ 簿 冊 に 成 冊 し 難 い と き は 、 事 務 種 別 又 は 事 件 種 別 に 適 宜

分 冊 す る こ と 。  

 ⑸  簿 冊 紙 数 に よ っ て は ２ 年 度 以 上 に わ た る 分 を １ 冊 と す る こ



と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 区 分 紙 を 差 し 入 れ 、 年 度 の

区 分 を 明 ら か に す る こ と 。  

 ⑹  年 度 を 超 え て 処 理 し た 文 書 は 、 そ の 事 件 が 完 結 し た 年 度 の

分 に 編 集 す る こ と 。  

 （ 文 書 の 編 集 ）  

第 ３ ８ 条  文 書 の 編 集 は 、 会 計 に 関 す る も の に あ っ て は 会 計 年 度 、

そ の 他 の も の に あ っ て は 暦 年 に よ る も の と す る 。  

 （ 保 存 期 間 ）  

第 ３ ９ 条  文 書 の 保 存 期 間 は 、 次 の と お り と す る 。  

 ⑴  永 久  

 ⑵  １ ０ 年  

 ⑶  ５ 年  

 ⑷  ３ 年  

 ⑸  １ 年  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 法 令 に 保 存 期 間 の 定 め の あ る 文 書

及 び 時 効 が 完 成 す る 間 証 拠 と し て 保 存 す る 必 要 が あ る 文 書 に つ

い て は 、 文 書 の 保 存 期 間 は 、 そ れ ぞ れ 法 令 に 定 め る 期 間 又 は 時

効 期 間 に よ る 。  

３  文 書 の 保 存 期 間 は 、 主 管 課 長 が 別 表 第 ２ の 文 書 保 存 期 間 設 定

基 準 に 基 づ き 、 総 務 課 長 の 承 認 を 得 て 定 め る 。  

 （ 保 存 期 間 の 起 算 ）  

第 ４ ０ 条  文 書 の 保 存 期 間 は 、 暦 年 に よ る も の は 当 該 文 書 の 完 結

し た 日 の 属 す る 年 の 翌 年 １ 月 １ 日 か ら 、 会 計 年 度 に よ る も の は

当 該 文 書 の 完 結 し た 日 の 属 す る 年 度 の 翌 年 度 ４ 月 １ 日 か ら 起 算

す る も の と す る 。  



 （ 簿 冊 の 引 継 ぎ ）  

第 ４ １ 条  暦 年 編 集 の 簿 冊 は 、 翌 々 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で に 、 会 計 年

度 編 集 の も の は 翌 々 年 ９ 月 ３ ０ 日 ま で に 引 継 目 録 （ 様 式 第 ６

号 ） を 添 え て 総 務 課 長 に 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 の 期 間 経 過 後 主 管 課 に お い て 簿 冊 を 保 管 し よ う と す る と

き は 、 簿 冊 の 名 称 及 び 保 管 期 間 を 明 記 し て 、 総 務 課 長 の 承 認 を

得 な け れ ば な ら な い 。  

 （ 引 継 簿 冊 の 審 査 ）  

第 ４ ２ 条  総 務 課 長 は 、 簿 冊 の 引 継 ぎ を 受 け た と き は 、 成 冊 、 保

存 期 限 等 の 適 否 に つ き 、 こ れ を 審 査 す る も の と す る 。  

２  総 務 課 長 は 、 前 項 の 審 査 の 結 果 不 適 当 な も の が あ る と き は 、

主 管 課 長 に 対 し 、 そ の 完 備 又 は 保 存 年 限 の 修 正 を 求 め る こ と が

で き る 。  

 （ 簿 冊 の 収 蔵 ）  

第 ４ ３ 条  総 務 課 長 は 、 審 査 の 結 果 適 当 と 認 め る 簿 冊 を 書 庫 に 収

蔵 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 簿 冊 の 閲 覧 ）  

第 ４ ４ 条  収 蔵 簿 冊 を 閲 覧 し よ う と す る 者 は 、 所 属 す る 課 の 文 書

取 扱 責 任 者 を 経 て 総 務 課 長 に 申 し 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  閲 覧 簿 冊 は 、 抜 取 り 、 取 り 換 え 、 訂 正 等 を し て は な ら な い 。  

３  閲 覧 簿 冊 は 、 庁 外 に 持 ち 出 し 、 又 は 他 に 転 貸 し て は な ら な い 。  

 （ 職 員 以 外 の 閲 覧 ）  

第 ４ ５ 条  収 蔵 簿 冊 は 、 職 員 の ほ か こ れ を 閲 覧 す る こ と が で き な

い 。 た だ し 、 総 務 課 長 の 許 可 を 受 け 、 か つ 、 職 員 が 立 ち 会 う と

き は こ の 限 り で な い 。  



 （ 廃 棄 ）  

第 ４ ６ 条  総 務 課 長 は 、 保 存 期 限 を 経 過 し た 簿 冊 に つ き 、 主 管 課

長 と 合 議 の 上 、 廃 棄 の 手 続 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

 （ 簿 冊 廃 棄 上 の 注 意 ）  

第 ４ ７ 条  廃 棄 簿 冊 で 機 密 に 属 す る も の 又 は 印 影 等 で 他 に 悪 用 の

お そ れ が あ る と 認 め る も の は 、 そ の 部 分 を 焼 却 し 、 又 は 裁 断 す

る 等 適 切 な 処 理 を し な け れ ば な ら な い 。  

第 ６ 章  補 則  

 （ 報 告 及 び 文 書 審 査 ）  

第 ４ ８ 条  総 務 課 長 は 、 必 要 と 認 め る と き は 、 各 課 の 文 書 取 扱 責

任 者 に 対 し 、 そ の 取 り 扱 っ た 文 書 又 は 関 係 帳 簿 に つ き 報 告 又 は

提 出 を 求 め て 審 査 す る こ と が で き る 。  

 （ 補 則 ）  

第 ４ ９ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定

め る 。  

   附  則  

 こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則 （ 平 成 ２ １ 年 ３ 月 ２ ７ 日  訓 令 第 ２ 号 ）  

 こ の 訓 令 は 、 平 成 ２ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 



別 表 第 １ （ 第 ２ ８ 条 関 係 ）  

  主管課名      付  す  る  記  号   

  総  務  課      長 広 総  第      号  

  事  業  課      長 広 事  第      号  

  保 険 管 理 課      長 広 保  第      号  

 



 

別 表 第 ２ （ 第 ３ ９ 条 関 係 ）  

文  書  保  存  期  間  設  定  基  準  

 保 存 期 間 文  書  区  分  

 

  

永 久 保 存 

  広 域 連 合 の 基 本 事 項 に 関 す る も の  

  条 例 、 規 則 、 告 示 、 公 告 、 訓 令 及 び 達 の 原 義 及 び 関

係 書 類  

  進 退 、 賞 罰 、 身 分 等 の 人 事 に 関 す る 書 類  

  事 務 引 継 に 関 す る 重 要 な 文 書  

  不 服 申 立 て 及 び 訴 訟 等 に 関 す る 重 要 な 文 書  

  調 査 、 研 究 、 統 計 等 に 関 す る 重 要 な 文 書  

  財 産 の 取 得 、 管 理 又 は 処 分 に 関 す る 重 要 な 文 書  

  連 合 債 及 び 借 入 金 に 関 す る 重 要 な も の  

  工 事 関 係 書 類 で 特 に 重 要 な も の  

  歳 入 歳 出 決 算 書  

  そ の 他 永 久 保 存 の 必 要 が あ る も の  

  

1 0年 保 存 

  収 入 支 出 に 関 す る 重 要 な 帳 簿 及 び 諸 票  

  附 属 機 関 に 関 す る 文 書  

  陳 情 に 関 す る 重 要 な 文 書  

  そ の 他 10年 保 存 の 必 要 が あ る も の  



  

5 年 保 存 

  補 助 金 の 交 付 に 関 す る 文 書  

  調 査 、 研 究 、 統 計 等 に 関 す る 文 書  

  工 事 に 関 す る 文 書  

  報 告 、 証 明 等 に 関 す る 重 要 な 文 書  

  文 書 の 収 受 及 び 発 送 に 関 す る 重 要 な 文 書  

  そ の 他 5年 保 存 の 必 要 が あ る も の  

  

3 年 保 存 

  願 い 、 届 、 申 請 等 に 関 す る 文 書  

  報 告 、 証 明 等 に 関 す る 文 書  

  文 書 の 収 受 及 び 発 送 に 関 す る 文 書  

  出 勤 簿 、 旅 行 命 令 簿 等 職 員 の 勤 務 の 実 態 を 証 す る も

の  

  そ の 他 3年 保 存 の 必 要 が あ る も の  

  

1 年 保 存 

  軽 易 な 照 会 、 回 答 、 願 い 、 伺 い 、 届 、 報 告 等 に 関 す

る も の  

  周 知 の た め の 供 覧 文 書  

各 種 日 誌 、 日 報 等 に 関 す る も の  

  そ の 他 1年 保 存 の 必 要 が あ る も の  

 



 

様 式 第 １ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

公   布   ・   公   示   簿  
 

 

種 別  番 号  年 月 日  件          名  

 

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

    ･  ･   

  
  ･  ･  

 

      
 

（ 注 ）  各 種 別 ご と に 別 葉 と す る 。  



様 式 第 ２ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

金   券   収   受   簿  
 

 
  

収 受

月 日  

 

金 券 種 類  

 

 金   額  

 

 差   出   人  

 配  布  先   

 課  名   受 領 印  

      

     

   

       

    

   

       

    

   

       

    

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

           

  

   

      

            

  

    

 

 



様 式 第 ３ 号 （ 第 ７ 条 関 係 ）  

 

特  殊  文  書  収  受  簿  
 

  

番 号  

収 受  

月 日  

 

 種 別  

 

 摘  要  

 

 差   出   人  

 配  布  先   

 課  名   受 領 印  
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月
日

収
・
発

印

月
日
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月
日
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・
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月
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日
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結
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）
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考

第
号

月
日
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発

印

件
名

月
日

収
・
発

印

月
日

収
・
発

印

月
日

収
・
発

印

完
結

出
所
（
あ
て
先
）

処
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考

第
号

月
日

収
・
発

印
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名

月
日
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・
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月
日
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・
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月
日
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・
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印

完
結

出
所
（
あ
て
先
）

処
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日
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考
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・
発
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名
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日
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・
発

印

月
日

収
・
発

印

月
日
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・
発

印

完
結
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所
（
あ
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先
）
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日
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考

第
号

月
日

収
・
発

印

件
名

月
日

収
・
発

印

月
日

収
・
発

印

月
日

収
・
発

印

完
結

出
所
（
あ
て
先
）

処
理
期
限 月

日

備
考



起案

施行・取扱上の注意

　

発議

決裁区分 保存年限 文書分類

類 綱公 ・ 非 ・ 部分

公開区分

第 号

年

目 節

公印使用承認 浄書

日 日月

（第一号該当）

年

決裁

月 日

施行・完結

年

長崎県後期高齢者
医療広域連合

月

連合長 企画監局長 課長

年

様式第5号(第16条関係)



様 式 第 ６ 号 （ 第 ４ １ 条 関 係 ）  

引   継   目   録  
 

   課  名   

  簿  冊  

 番  号  

 完  結  

 年  次  

 保  存  

 期  限  

 

  簿   冊  

  

書   棚  

記 号 番 号  

 引  継  

 年 月 日  

 

 備  考  
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